
「がん総合相談に携わる者に対する研修事業」報告

総括

改訂委員会 小川 朝生

A．目的

ピア・サポートは、がんを含めた慢性疾患

に対する基本的な心理社会的な支援の一形式

である。

わが国のがん対策においては、平成 23-25

年度に、公益財団法人日本対がん協会が厚生

労働省委託事業「がん総合相談に携わる者に

対する研修プログラム策定事業」を受託し、

ピア・サポートに必要な基本的なスキルを身

につけるための研修プログラムを策定し、説

明会の開催やホームページ等によりその周知

を図った経緯がある。

しかし、平成 28 年 9 月に総務省が公開し

た「がん対策に関する行政評価・監視結果報

告書」では、平成 27 年度のピア・サポート

研修の実施状況ならびに活動状況を 17 都道

府県、51 がん診療連携拠点病院を対象に調

査をしたところ、都道府県等においてピア・

サポート研修が実施されていない状況や、拠

点病院における相談支援や患者サロンへのピ

ア・サポーターの受け入れが十分に進んでい

ない状況を確認した。

この報告を受けて、がん対策推進基本計画

（第 3 期）では、ピア・サポートについて、

国が作成した研修プログラムの活用状況に係

る実態調査を行い、ピア・サポートが普及し

ない原因を分析し、研修内容の見直しやピ

ア・サポートの普及を図ることが盛り込まれ

た。

本事業では、上記計画を受けて、平成 30

年度より実施している。令和元年度には、昨

年に続いて実施要綱に従い、

① 医療関係者、カウンセラーなどの有識

者やがん患者団体等の当事者による

「研修プログラム改訂委員会」を設置

し、前年度改訂したプログラムを使用

した研修を実施し、プログラム等の改

善を行う

② 全国での研修の実施の可能性及び地域

での取組みの持続の可能性等の検証を

行う。

③ 委員会において検討された内容に基づ

く教材等を活用し、地域統括相談支援

センターや患者サロン等に協力するピ

ア・サポーター等に対して研修等を実

施する

④ 情報提供、研修の周知や参加申し込

み、必要資料の提供等を行うホーム

ページを運用する

ことを検討した。

B．経過

改訂委員会を設置し、課題整理を行い、以

下の 4点を検討・実施した。

1．前年度に改訂した研修プログラムを使用

した研修を実施し、プログラム等の改善

を行う。

2．行政・医療機関に向けた心理社会的支援

に関する情報提供資材の開発

3．全国でのピア・サポートの研修の実施の

可能性、取組みの持続の可能性等の検証

4．情報提供等を行うホームページの運用

1．研修プログラムを使用した研修の実施、

プログラムの改善

前年度に改訂した研修プログラムを使用し

た研修を実施するとともに、施行による明ら

かとなった不具合の修正を行い、プログラム

の正式版を完成させた。あわせて、研修プロ

グラムを円滑に開催することを目的に、運用

マニュアルの作成を行った。

改訂した研修プログラムは、都道府県が、

行政職員・医療従事者とピア・サポーターを

対象に開催することを想定している。昨年度

に研修プログラムを試行した際には、日本サ

イコオンコロジー学会主催の開催であった。

そのため、本年度は想定していた設定で本研

修プログラムを運用し、プログラムが運用で

きるかどうかを含め検討した。

事前に昨年度の試行で出された検討点を踏

まえ、プログラムの修正を加えた後、三重県

と協力し 2020 年 2 月 9 日・16日の二日間、

津市において研修会を開催した。研修会で

は、県内の行政・医療従事者 10名、ピア・

サポーター 20名の参加があった。また、計

5県から研修プログラムの見学があった。
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研修プログラムの実施にあたり、大きな問

題はなかったが、以下の改善点・検討点がリ

ストアップされた。

・テキストの章立てと講義の順番を揃える

・ロールプレイのファシリテートの内容

が、ファシリテーターにより異なる

上記の点に対して、研修テキストならびに

プログラム用の資材（スライド）を修正し、

正式版としてリリースした。

また、研修会を円滑に開催することを目的

に、研修会を開催する上での要領をまとめた

運営マニュアルの作成を進め、合わせて公開

した。

2．行政・医療機関に向けた心理社会的支援

に関する情報提供資材の開発

ピア・サポートの受け入れが進まない理由

の一つに、行政や医療機関におけるピア・サ

ポートへの認識が途上の点がある。その背景

には、がん患者・家族に対する心理社会的支

援に関する情報不足があることから、行政・

医療機関を対象に、基本的な心理社会的支援

であるサポートプログラムに関する情報提供

資材の開発を進めた。

3．全国でのピア・サポートの研修の実施の

可能性、取組みの持続の可能性等の検証

昨年度に都道府県を対象とした研修プログ

ラムの活用状況にかかる調査を踏まえ、各地

域で研修を実施しやすい仕組みの構築を目指

し、ピア・サポーター等の研修について都道

府県の取り組みに対する意見交換や講師の紹

介、研修プログラム並びに研修テキスト等の

提供を行った。

2020 年 6月に厚生労働省より各都道府県

担当部署に対して案内を送付した後に、希望

した都道府県と個別に支援内容を調整した。

計 22 県から希望を受け、2県に対しては、

医療従事者向け研修会の開催に協力し講師を

派遣した。6県に対しては、研修テキスト並

びに DVDの送付を行った。

15 県に対して改訂委員会委員が出向き、

都道府県担当者や医療従事者と直接各県の取

組みの現状ならびに課題に関しての意見交換

を行った（【表 1】【表 2-1〜5】参照）。

4．情報提供等を行うホームページの運用

昨年度に引き続き、情報提供や研修の周知

を行うホームページを運用し、研修テキスト

等の公開や委員会活動の紹介を行った。

・「ピアサポーター養成テキスト 2018 年度

暫定版」PDF のアップロード（2019 年 9

月）

・2019 年 2 月に行ったトライアル研修会で

使用したスライド（PDF）、プログラムの

公開（2019 年 9 月）

・改訂委員会議事録の公開

・各会議、意見交換会、研修会等様子の紹介

・各種問い合わせの対応

C．考察

昨年度の研修プログラムの利活用調査に引

き続き、本年度は都道府県に対して、ピアサ

ポートと養成テキストに関する情報提供と、

都道府県のニーズに応じた支援を提供した。

最終的に 15 都道府県から要請を受け、改

訂委員会委員が出向き、都道府県担当者や医

療従事者と直接各県の取組みの現状ならびに

課題に関しての意見交換を行った。その結

果、要請のあった都道府県からの情報という

限界があるが、従前のアンケート調査では踏

み込めていなかった普及を阻む要因を明確に

するとともに、その対策に関する好事例につ

いて収集することができた。

改訂委員会では、各都道府県との意見交換

や個別の支援、モデル研修の開催をもとに、

ピアサポートを今後がん診療連携拠点病院等

で推進するうえでの課題とその解決策につい

て検討した。

1 都道府県がん対策推進基本計画への明確

な記載の必要性

今回出向いた 15 県のうち、県のがん対策

推進基本計画にピア・サポートに関する項目

をあげていた県は 15 県あり、数値目標を設

定していた県は 5県であった。記載されてい

る内容は県により幅がある。

基本計画の策定に関して、意見交換の中で

は、県内で患者の声をまとめる核となる団体

がない場合に、計画に挙げたとしても具体策

を提案することが難しいことから、行政とし

て推進しにくいとの意見があった。基本計画

の記載内容に幅がある背景には、ピア・サ

ポートに関する意見が集約されにくいことや

ピア・サポートに関するニーズが把握されて

いないことが考えられる。
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2 行政と医療従事者との検討

2.1 県において検討の場を設置する必要性

意見交換のなかで、がん対策推進協議会や

その下に設置した部会で、ピア・サポートに

ついて検討する枠組みをもっている県は少な

く、部会で定期的に検討を行っていたのは

15 県のうち 1 県に留まっていた。

協議会や部会で検討の場が設けられこな

かった理由に関しては、行政・医療機関とも

にピア・サポートがどのようなものか、イ

メージがつかないために具体的な検討に至ら

なかったことや、がん対策推進基本計画での

記載が漠然としているために、どこが扱う領

域なのか行政がつかめなかったことがあげら

れる。特に、ピア・サポートはがんサロン等

がん診療連携拠点病院内で活動することが想

定されており、その教育・研修にあたり行政

と医療従事者とが協働して進める必要があ

る。しかし実際には、

①医療従事者と検討する必要性を感じていな

かった（患者団体の活動ととらえ、医療者を

含めたトレーニングの必要性を知らなかっ

た）

②医療者側からの要請がなかった（拠点病院

の要件にないので、医療者側がピア・サポー

トを知らなかったから）

の指摘があった。

ピア・サポーターが活動をするうえで、相

手を傷つけず、また自らの傷つきを防ぐため

にも、精神心理的支援に関する基本的な知識

を予め身につけておくことが重要になる。特

に医療機関と連携してピアサポート活動をす

る場合には、医療に関する問題には踏み込ま

ないことや個人情報の扱い、自殺の危険性な

どの緊急時の対応等についても確認する必要

があり、教育・研修は必須である。

今後、ピア・サポートを全国で推進するに

あたり、県において、行政と医療従事者が計

画を策定し、その進捗を議論する場を確保す

ることがまず求められる。

2.2 相談支援部会のがんサロンにおいて取り上

げる必要性

がん診療連携拠点病院の整備指針において

は、相談支援センターの役割にサポートグ

ループの支援が盛り込まれている。がん診療

連携拠点病院では、がんサロンは「体験を語

り合う場」とも記載され、情緒的サポートと

情報提供を主とするピア・サポートが含まれ

る。しかし、がん診療連携拠点病院側で、ピ

ア・サポートに関して相談員との誤解がある

ことやピア・サポートが体験を語る役割を

担っていることが知られていないため、がん

サロンでの活動に至っていないと考えられ

る。特に誤解の背景には、がん対策推進基本

計画において、「同じような経験を持つ者に

よる相談支援や情報提供及び患者同士の体験

共有ができる場の重要性」などの記述があ

り、支援者とピア・サポーターを混同して解

釈されている可能性がある。

今後、がん診療連携拠点病院等の医療従事

者に対して、ピア・サポートの役割や活用に

ついて研修等を通じて啓発する必要がある。

2.3 市民への啓発の必要性

ピア・サポートに関して認識が十分に進ん

でいないことをうかがうものとして、市民が

ピア・サポートを職業ととらえているとの意

見もあった。ピア・サポートに関する検討を

進める上で、市民に対しても情報提供や啓発

が求められる。

3 マネジメントについて

3.1 マネジメントの体制作りの必要性

意見交換のなかで、検討の場が設置されて

いないこととあわせて、ピア・サポートの養

成が継続していないことやその後のマネジメ

ント体制をどのように作って良いか分からな

いとのコメントがあった。実際に、養成研修

を継続している県は 7県、フォローアップを

行っている県が 6県に留まり、かつ質の担保

を目的としてコアコンピテンシーを定め、

ロールプレイ等を計画的に取り入れている県

は 1県に留まっていた。

ピア・サポートは、主たる役割が自らの体

験を語ることを通して、情緒的なサポートや

情報を提供する点にある。そのことからも、

ピア・サポートに参加するにあたりまず求め

られることは、秘密の保持等最低限に留ま

る。ピア・サポートに主体的に携わる場合に

は、養成を終えたうえでの継続的な研修が重

要である。

その特性を踏まえると、都道府県の活動が

養成に留まり、以降のフォローアップや登録

制度、運営が実施されていないことは、質を

担保するうえで課題である。体制が意識され

ていない背景には、ピア・サポートに関する

行政・医療従事者の情報不足が考えられるこ

とから、今後各県においてピア・サポートの

マネジメント体制に関する情報提供や構築す
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る上での専門的な助言等の支援を提供する必

要がある。

また、マネジメントの体制を構築するのが

難しい背景に、予算の問題を指摘する意見も

あった。予算に関しては、健康対策推進事業

にある地域統括相談支援センターを活用して

いる県が複数あった。地域統括相談支援セン

ターはその県のニーズに応じて柔軟に設置・

運用ができる枠組みであることから、ピア・

サポートのマネジメント体制を担う一つの解

決策になりうる。

3.2 継続した養成の必要性

意見交換の中で、複数の県より予算の問題

で養成研修を継続しての実施が難しいことや

ピア・サポーターを養成しても継続して活動

する者が少ないとの意見があった。

ピア・サポーターの活動に関しては、治療

中やサバイバーでも体調が安定しない場合が

多いこと、全体的に年齢が高く体力的な限界

もあることから、海外でも継続して活動でき

る人をいかに確保するかが課題としてあがっ

ている。加えて、がんのピア・サポートの場

合、治療を終えてから年限が経つと、がん治

療の内容自体が大きく変わることから、海外

では体験を共有するうえでもピアとしての活

動の上限を設定しているところもある。

各地域のがん診療連携拠点病院で安定して

ピア・サポート活動を行うためには、計画的

に養成をおこない、活動できるピア・サポー

ターを一定程度確保する必要がある。その点

でも、県や地方ブロック単位で、マネジメン

トを行う体制作りは重要である。

3.3 多様性確保の必要性

ピア・サポートやがんサロンの運用に関す

る意見交換のなかで、がんサロンのメンバー

が固定化し新たに体験者が加わることへの障

壁になる課題やニーズのミスマッチ（語り合

う場を求めるニーズと治療に関する情報を求

めるニーズが合わずに参加が続かない）、世

代間特に AYA世代のニーズに対応できない

（サポーターが高齢者で話題が合わなかった

り、話しにくい）などの運用上の課題もあ

がった。

ピア・サポートは、基本的な心理社会的支

援を提供する場であることから、ニーズに応

じて多様な活動の形態（セルフヘルプグルー

プやサポートグループなどの構成上の違い、

対面式や SNSを用いたネット上の活動など

の場所の違い）がある。一般には、一施設内

でも疾病の部位や病期、年代、社会的背景に

より異なるニーズに応じて複数のピア・サ

ポートが提供される必要がある。その点で

も、多様なピア・サポーターを養成し、ニー

ズに応じたマッチングが可能な体制を構築す

ることが望まれる。また、がん診療連携拠点

病院外にも NPO等が多様なサポートプログ

ラムを提供している。県が県内のサポートプ

ログラムを把握し、希望する患者・家族が

ニーズに応じた支援プログラムにたどりつけ

るよう情報の収集・公開することもマッチン

グに資する。

3.4 研修の質の確保の必要性

養成を実施している県との間では、改訂し

た研修テキストの紹介を行うと同時に、現在

実施している研修内容についても意見交換を

行った。

過去に開催された研修の中には、ピア・サ

ポートに関する重要事項の確認が入ることは

少なかった。その背景には、県が研修を外部

に委託することが多く、委託先が独自に研修

内容を決定していることがある。

今回改訂した研修プログラムでは、海外を

含めピア・サポート活動をする上で基本とな

る必要最低限の事項を含めている。研修内容

の適切性を確保するうえでも、改訂された研

修プログラムの普及を図り、積極的な活用を

働きかけていく必要がある。

4 行政とがん診療連携拠点病院との連携

行政と医療従事者との間でピア・サポート

に関する検討の場が少ないことと併せて、が

ん診療連携拠点病院におけるがんサロンの活

動について、県内で情報共有の機会が少ない

との意見もあがった。実際に、いくつかの県

では、ピア・サポーターの養成とがん診療連

携拠点病院のがんサロンの活動が連携してお

らず、養成したピア・サポーターが活用され

ていないとの指摘もあった。

がん診療連携拠点病院の整備指針には、

「体験を語り合う場」の設置が義務づけられ

ている。「体験を語り合う場」については、

その検討の経緯を踏まえればセルフヘルプグ

ループやサポートグループを想定していると

推測できる一方、その解釈の余地を残してい

ることから患者向けイベントとしてとらえら

るなど、本来の主旨が十分に周知されていな

い現状がある。実際に、患者会の打ち合せに
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会場を貸すことでがん診療連携拠点病院の整

備指針が満たされているとして、ピア・サ

ポートの受け入れが進まないとの指摘があっ

た。また、ピア・サポートは相談であり、が

んサロンとは異なるなど、支援者とピア・サ

ポーターの混同を指摘する意見もあった。

今後、行政と医療従事者との検討の場を確

保するのと併せて、がん診療連携拠点病院に

おける心理社会的支援の整備の方向性を明確

にし、適切な支援体制を確保する取組みも求

められる。

5 教育・研修体制整備について

ピア・サポートの養成を進める上で、各県

で講師の確保が難しいことや、ファシリテー

ターができるピアや医療従事者が少ないこと

も課題にあがった。

今後研修プログラムの普及を図るにあた

り、講師やファシリテーター等のトレーナー

を育成・確保する必要がある。本事業では、

モデル研修の他、県内の医療従事者向け研修

会への講師派遣等を行った。現在の所、各県

内でトレーナーを確保することは難しい。今

後、国や学術団体、患者団体が連携して、少

なくとも地方ブロック単位でトレーナーを確

保し、各県での研修や体制作りが円滑に進む

よう支援体制を整える必要がある。

また、研修プログラムに関しても、研修機

会を確保するための対応も求められる。多く

の場合、県内で集合研修を開催する必要があ

る。しかし、離島のために容易に出向くこと

ができない、高齢や病状等の身体的な問題の

ために長距離の移動が難しいことから、ピア

サポートに関する基本的な知識・技術の習得

を望みつつも参加が難しいことへの対応を求

める体験者からの意見があった。対応方法に

は、ロールプレイ等集合研修でないと困難な

内容はありつつも、患者会の場において簡単

な講義を手配する方法や、養成研修プログラ

ムの講義について eラーニング化し、希望に

応じて視聴できるようにすることは解決策に

なりうる。
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【表 1】意見交換会の実施

都道府県 日時 会場 参加者

1 埼玉県 令和元年

8月 22 日

埼玉県庁 県庁がん対策担当職員 3名

2 三重県 8月 27 日 三重県庁 県庁がん対策班職員 2名

がん相談支援センター 3名

3 高知県 8月 29 日 高知県庁 県庁がん対策担当職員 3名

4 岩手県 9月 3日 岩手県庁 県庁がん対策担当職員 3名

5 奈良県 9月 11 日 奈良県立医科

大学附属病院

県庁がん対策担当職員 2名

県立医科大病院 3名（医師、緩和ケア担当看護

師、がん相談支援センター職員）

6 鹿児島県 9月 20 日 鹿児島県庁 県庁がん対策担当職員 2名

がんサポートかごしま 2名

7 長崎県 10 月 4日 長崎県庁

長崎大学病院

県庁がん対策担当職員 1名

長崎大病院 4 名（医師、歯科医師、社会福祉士）

県内拠点病院 3名（がん相談支援センター、社

会福祉士、看護師）

8 山梨県 10 月 30 日 山梨県庁 県庁がん対策担当職員 3名

山梨県管理事業団 3名

がんフォーラム山梨 1名

9 熊本県 11 月 5 日 熊本大学病院 県庁がん対策担当職員 2名

熊本医療センター 1名（医師）

熊本県がん相談員サポートセンター 2名

熊本大学病院 4 名（がん看護専門看護師、事務

員）
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10 群馬県 11 月 26日 群馬県庁 県庁がん対策職員 2名

郡大医学部病院 2名（医師、がん看護専門看護

師）

高崎健康福祉大学 1名（教授）

がん患者 2名（連絡協議会会長、患者会代表）

11 島根県 12 月 3 日 島根県庁 県庁がん対策担当職員 1名

島根大学医学部附属病院 2名（がん患者・家族

支援サポートセンター（地域統括））

12 福岡県 12 月 17 日 福岡県庁 県庁がん対策担当職員 3名

13 沖縄県 令和 2年

1月 21 日

沖縄県庁 県庁がん対策担当職員 2名

琉大病院 5名、県立中部病院 2名（がん相談支

援センター）

那覇市立病院 3名、中頭病院 2名

県がん患者連合会 3名

患者会代表 3名

14 香川県

（予定）

3月 26日 香川県庁

医療者向け研修会の実施

都道府県 日時 会場 参加者

1 山口県 令和元年

10 月 23 日

山口県庁

県政資料館

県庁がん対策担当職員 2名

県内拠点病院相談支援センター職員 12名（看

護師、保健師、MSW、社会福祉士）

2 岩手県 令和 2年

2月 6日

岩手医科大学

創立 60 周年

記念館

県庁がん対策担当職員 3名

県内拠点病院 26 名（医師、看護師、保健師、

MSW、社会福祉士）
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